
生涯学習出前講座　利用の手順

利用団体（10名以上の団体）

①講座メニューから希望の講座を決定
　 希望日時・場所・希望講座などを決定
　 14日前までに「申込書」を提出
⑤出前講座の開催
⑥実施報告書を提出

生涯学習課生涯学習係

②申込書を受理
　 講座担当課と日時・内容などを調整
④「受諾通知書」を通知(送付)

講座担当課

③日程の調整、講師決定
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